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令和4年8月号 令和4年8月号
2627

全
国
一
斉

 「
子
ど
も
の
人
権
1
1
0
番
」
強
化
週
間

日
8
月
26
日
㈮
～
9
月
1
日
㈭

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

※ 

8
月
27
日
㈯
と
8
月
28
日
㈰
は
午
前
10
時
～

午
後
5
時

相
談
電
話
番
号

0
1
2
0
･
0
0
7
･
1
1
0

　
（
全
国
共
通
･
無
料
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

相 

談
担
当
者
／
法
務
局
職
員
、埼
玉
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
子
ど
も
人
権
委
員
会
委
員

他
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
（

0
4
8
･
8
5
9
･
3
5
0
7
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者

共
通
試
験
を
実
施
し
ま
す
！

日
11
月
27
日
㈰

場
聖
学
院
大
学（
上
尾
市
戸
崎
1
―

1
）

受
験
資
格
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

① 

高
等
学
校
の
土
木
工
学
科
、ま
た
は
こ
れ
に

相
当
す
る
課
程
を
修
了
し
て
卒
業
し
た
方

② 

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
方
で
、排
水
設
備
工

事
等
の
設
計
、ま
た
は
施
工
に
関
し
1
年
以

上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方

③ 

排
水
設
備
工
事
等
の
設
計
、ま
た
は
施
工
に

関
し
2
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
方

④
①
～
③
に
準
ず
る
方

受
付
期
間
／
8
月
22
日
㈪
～
9
月
30
日
㈮

※
受
付
期
間
内
必
着

受
験
料
／
1
万
円

申 

郵
送
で
の
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
。
詳
細

は
、8
月
22
日
㈪
か
ら
上
下
水
道
課
で
配
布

す
る
受
験
案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
上
下
水
道
課（

内
線
2
6
6
）

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

財
務
省
関
東
財
務
局
相
談
窓
口

県
立
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
＆
入
校
相
談
会

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校

日
8
月
26
日
㈮
午
前
9
時
～
正
午

②
秩
父
分
校

日
9
月
3
日
㈯
午
後
1
時
30
分
～
4
時

内 

実
習
体
験
、授
業
見
学
、専
門
校
の
概
要
を
詳

し
く
説
明
し
ま
す
。

入
校
相
談
会

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校

日
9
月
5
日
㈪
午
前
10
時
～
午
後
4
時

②
秩
父
分
校

日
8
月
23
日
㈫
午
後
1
時
30
分
～
4
時

内 

個
別
相
談
、授
業
見
学
、専
門
校
の
概
要
を
詳

し
く
説
明
し
ま
す
。

共
通

対
入
校
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方

申 

実
施
前
日
ま
で
に
、実
施
校
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問 

①
熊
谷
高
等
技
術
専
門
校（
熊
谷
市
新
堀

新
田
5
2
2
、
5
3
2
･
6
5
5
9
）、

②
秩
父
分
校（
秩
父
市
上
町
3
―

21
―

7
、

0
4
9
4
･
2
2
･
1
9
4
8
）

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
硬
式
テ
ニ
ス
大
会

日
9
月
11
日
㈰
午
前
8
時
45
分
～

※
予
備
日
9
月
18
日
㈰

場
寄
居
運
動
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

対 

町
内
に
在
住
･
在
勤
･
在
学
の
中
学
生
以
上

の
方
、ま
た
は
町
テ
ニ
ス
協
会
に
所
属
し
て

い
る
方

※ 
ペ
ア
の
一
人
が
対
象
者
で
あ
れ
ば
参
加
で
き
ま
す
。

定
16
組（
申
込
順
）

種
目
／
ミ
ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス

費
無
料

申 

問
8
月
25
日
㈭
ま
で
に
、生
涯
学
習
課
に
備

え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
同
課（

内
線
5
3
1
）へ
。

県
北
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

出
張
法
律
相
談
会

寄
居
会
場

日 

9
月
13
日
㈫
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

場
中
央
公
民
館
集
会
室

深
谷
会
場

日 

8
月
17
日
㈬
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

場
上
柴
公
民
館
小
会
議
室
2

　
（
深
谷
市
上
柴
町
4
―

2
―

14
）

共
通

相
談
方
法
／
面
談
相
談（
1
組
1
時
間
）

相 

談
内
容
／
遺
言
、相
続
、登
記
、債
務
整
理
、成

年
後
見
、不
動
産
の
名
義
変
更
等

費
無
料

※
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

予
約
専
用
電
話
番
号

0
4
8
･
8
3
8
･
7
4
7
2

問
埼
玉
司
法
書
士
会

　
（

0
4
8
･
8
6
3
･
7
8
6
1
）

お
出
か
け
く
だ
さ
い
！

埼
玉
県
平
和
資
料
館

8
月
の
映
画
会

日
8
月
20
日
㈯
午
後
2
時
～

上
映
作
品
／
あ
あ
栄
冠
は
君
に
輝
く（
81
分
）

戦
争
体
験
者
証
言
ビ
デ
オ
上
映
会

日
8
月
27
日
㈯
午
後
1
時
～

内 

①
11
歳
で
孤
児
に
な
っ
て（
約
16
分
）、②
広

島
駅
8
時
15
分（
約
9
分
）

共
通

定
1
6
0
人（
先
着
順
）

費
無
料

申
不
要

開
館
時
間
／
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分

　
（
入
館
は
4
時
ま
で
）

休
館
日
／
月
曜
日

問
埼
玉
県
平
和
資
料
館

　
（

0
4
9
3
･
3
5
･
4
1
1
1
）

自
衛
隊一般
曹
候
補
生
募
集
と

自
衛
官
採
用
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

一
般
曹
候
補
生
採
用
男
女
試
験

受
付
期
間
／
9
月
5
日
㈪
ま
で

対 

日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の

方（
採
用
予
定
月
の
1
日
現
在
）

試 

験
日
／
1
次
試
験 

9
月
15
日
㈭
～
18
日
㈰

の
う
ち
1
日

自
衛
官
採
用
セ
ミ
ナ
ー

日 

8
月
20
日
㈯
1
部  

午
前
10
時
～
正
午
、

　

2
部 

午
後
1
時
～
3
時

場
テ
ィ
ア
ラ
21
･
4
階
ハ
ー
ト
ピ
ア
会
議
室

　
（
熊
谷
市
筑
波
3
―

2
0
2
）

申
不
要 

※
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

他 

変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事

務
所（

5
2
2
･
4
8
5
5
）

開
催
し
ま
す
！　

Y
O
S
A
K
O
I
楽
･
音 

鳴
子
踊
り
教
室

　

年
代
を
問
わ
ず
、あ
ら
ゆ
る
部
門
の
曲
を
ア

レ
ン
ジ
し
、や
さ
し
く
鳴
子
を
持
ち
軽
快
に
体

を
動
か
す
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
で
す
。音
楽
に
合

わ
せ
て
踊
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
、ぜ
ひ
ご
体
験

く
だ
さ
い
。

日 

8
月
24
日
㈬
午
前
10
時
～
、27
日
㈯
午
後
7

時
30
分
～
、31
日
㈬
午
前
10
時
～

場
鉢
形
財
産
区
会
館

持
上
履
き
、飲
み
物

内「
コ
バ
ト
ン
よ
さ
こ
い
」ほ
か

費
無
料

他 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、ご
自
宅
等
で
検
温
し
、マ
ス
ク
を
着
用

し
た
う
え
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 　

問
町
田
千
枝
子
さ
ん（

5
8
1
･
0
3
8
3
）

9月10日は「下水道の日」

～私たちの生活を守る下水道～
問上下水道課( 内線266･268)

　下水道は、わたしたちの生活に欠かすことのできな
い｢水｣をきれいにする役割を持っています。｢下水道の
日｣は、その下水道の役割や重要性を広くお知らせし、
理解や関心を深めていただくために制定されました。
　日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等か
らの汚れた水(汚水)が、川や海にそのまま流されると、
水質汚染が進み、魚が住めなくなったり、悪臭が発生
したりします。下水道は、汚水を集めて処理し、きれい
な水にして川や海に返すことによって、快適な水環境
をつくりだす役割を担っています。
　町では｢荒川上流流域関連寄居公共下水道事業｣とし
て、都市計画区域を対象に昭和61年から下水道の整備
を進めています。下水道を使用できる区域にお住まい
で接続が済んでいないご家庭は、できるだけ早く接続
してください。

公共下水道等の適切な利用にご協力ください
下水道施設は、異物の流入により故障してしまいま
す。下着やタオルが流入し、マンホール内の水中ポン
プに絡まる事案や、グリーストラップ(業務用厨房等に
設置し、油脂や残飯等を分離・貯留する装置)の清掃が
不十分であることによって油脂が下水道管へ流入し、
マンホール内を白濁させ、水中ポンプを詰まらせる事
案が発生しています。公共下水道に限らず、農業集落
排水や浄化槽をご利用されている皆さんは、次のこと
にご協力をお願いします。
〇トイレに異物を流さない
トイレットペーパー以外の物(タオル、雑巾、手拭い、
モップの先端、下着、ナプキン、紙おむつ、ハンカチ、
油、生ごみ、髪の毛、ガソリン、シンナー、農薬、土砂、
木片、ビニール類等)を流さないようご注意ください。

〇雨水を流さない
町の公共下水道等は分流式であり、汚水専用です。雨水
を流すと、処理施設での処理費用が増えてしまうほか、
各家庭からの汚水が流れにくくなったり、道路上のマン
ホールから汚水があふれ出てしまったりする恐れがあり
ます。雨水については、敷地内に浸透ます等を設置して
ください。

〇洗剤はご確認のうえご使用を
合成洗剤に含まれている有機リンは、処理場でも完全に
取り除くことができませんので、ご使用の洗剤を今一度
ご確認いただき、無リン洗剤やクレンザーの利用にご協
力ください。

　
関
東
財
務
局
で
は
、金
融
取
引
や
多
重
債

務
に
関
す
る
無
料
の
相
談
窓
口
を
設
置
し

て
い
ま
す
。一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

相
談
窓
口

○
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
に
関
す
る
相
談

　
（

0
4
8
･
6
1
3
･
3
9
5
2
）

○
ヤ
ミ
金
融
業
者
な
ど
に
関
す
る
相
談

　
（

0
4
8
･
6
0
0
･
1
1
5
1
）

○ 

電
子
マ
ネ
ー
や
暗
号
資
産
の
詐
欺
に
関

す
る
相
談（
架
空
請
求
等
）

　
（

0
4
8
･
6
0
0
･
1
1
5
2
）

○
多
重
債
務
相
談（
借
金
返
済
の
悩
み
相
談
）

　
（

0
4
8
･
6
0
0
･
1
1
1
3
）

○ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
金
融
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
（

0
4
8
･
6
1
5
･
1
7
7
9
）

※
問
い
合
わ
せ
も
各
番
号
へ
。

551･0119火災（消防車出動）の問い合わせ581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAX ファックス


